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第３回 岐阜県航空機・同附属品製造業 

 最低賃金専門部会議事録 

 

令和５年 10 月 10 日（火）13：30～ 

岐阜合同庁舎 ５階共用第１会議室 

平野室長 

定刻になりました。 

本日は御多用のところ、第３回岐阜県航空機・同附属

品製造業最低賃金専門部会に御出席いただき厚く御礼

申し上げます。 

本日は、公益側代表の寺本委員、使用者側代表の宮尾

委員が御欠席されておりますが、最低賃金審議会令第６

条第６項の規定による定足数を満たしており、本会が有

効に成立しておりますことを御報告いたします。 

また、本会は公開審議としておりますが、公開公示を

したところ傍聴希望の申込はございませんでした。 

それでは、青木部会長よろしくお願いします。 

青木部会長 

ただ今から、第３回岐阜県航空機・同附属品製造業最

低賃金専門部会を開催いたします。 

それでは議事に入ります。 

議題１「岐阜県航空機・同附属品製造業最低賃金の改

正決定について」です。 

青木部会長 
まず、他局の結審の状況について事務局から報告して

ください。 

安藤室長補佐 

「航空機・同附属品製造業」の特定最低賃金は全国で

岐阜県だけであります。「航空機・同附属品製造業」が含

まれる「輸送用機械器具製造業」の答申状況を御報告い

たします。 

本日までに答申がなされたところは２つの県でござ

います。 
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まず、埼玉県、改定前 1,013 円、改定後 1,055 円、引

上げ額 42 円、10 月３日結審です。 

次に、兵庫県、改定前 1,034 円、改定後 1,075 円、引

上げ額 41 円、10 月３日結審です。 

なお、愛知県につきましては、まだ結審しておりませ

ん。 

以上となります。 

青木部会長 

ありがとうございました。 

まず、前回の議論を整理してみますと、労働者側は、

新型コロナの影響で業績は悪化しましたが、需要回復の

兆しがあり、2024 年にはコロナ前の水準に戻ると言われ

ている。 

また、コロナ禍において業績が低迷したことによっ

て、労働者が減っているため、この先好況となった時に

人手不足が予想される。 

その上で岐阜県の航空機最低賃金は、愛知県の地域別 

最低賃金を下回っており、愛知県との賃金格差が生じて

いることが、労働力流出の原因の一つとなっている。こ

のことから、特定最低賃金を引上げることによって航空

機産業の魅力を高め優秀な人材の確保、そして定着を図

ることで産業の発展に繋がるとの意見でした。 

金額については、現在の航空機最低賃金 991円に対し、 

昨年 10月から今年６月までの物価上昇率 4.3％を掛け合

わせた 43 円、これに昨年の岐阜県最低賃金の引上げ額

30円と航空機最低賃金の引上げ額 20円の差額である 10

円を足して、53円（５．34％）引上げ、1,044 円を提示さ

れました。 

一方、使用者側は、労側の主張はもっともであるとい

うこと。セーフティーネットの観点で賃上げを議論する

ことは大事であるが、現在の航空機最低賃金 991円は他

の業種より高い水準であることを踏まえた議論が重要

である。 
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愛知県の輸送用機器最低賃金 997 円との比較で言え

ば、岐阜の航空機最低賃金はほぼ同水準になっており、

岐阜の航空機だけ頑張る必要はないのではないか。 

非常に人が採りにくい中、この地域は愛知県の大手自 

動車会社を初めとした自動車産業に人が流れる傾向が

あり、採用に苦戦している状況を考えると、小規模事業

場の立場もあって、それなりに最低賃金を上げて、世の

中にアピールする必要がある。 

 しかし、航空機産業は将来的に明るい傾向にあるもの 

の、上げすぎて将来経営を圧迫することになっては困  

る。バランスを見ながら引上げ額の議論をしていきたい 

との意見でした。 

提示金額については、９円（0.9%）引上げ、1,000 円を

提示されました。 

労使の主張には大きな隔たりがありますので、これか

ら個別協議に入ります。その前にあらためてこの場で発

言しておきたいことがありましたら、お伺いします。 

まず、労働者側からいかがでしょうか。 

村上委員 

そうですね個別でまたいろいろお話をさせてもらえ

ればとは思っていますが、前回の提示いただいた 1,000

円、プラス９円というところも根拠が定かではないとい

うところもございますので、その点も含めて確認させて

いただいた上で、しっかりと協議させていただきたいと

思っています。よろしくお願いします。 

青木部会長 

使用者側はいかがでしょうか。 

1,000 円の根拠について、これから個別協議に入る前

に御説明いただけたらありがたいです。 

川本委員 

まず意見からでよろしいですか。 

使側といたしまして意見を述べさせていただきます

が、特定最賃そのものは、地賃よりも１円でも高い水準

で労使に共通点を見出すというものであります。現在の

航空機の特定最賃 991 円、これは県内特賃の中でも最も
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高くて地賃の 950円を大きく上回っている水準でありま

すために、法的な要件はすでに満たしているというふう

に言えると思っております。 

地賃におきまして、地域の生計費のセーフティーネッ

トとしての適正額、これは 950 円ということで決定済で

あります。これをすでに上回る航空機の特賃では、産業

の業況、特に業界内で企業存続をかけて踏み止まってい

るような体力が弱い企業の支払能力を重視した議論が

必要ではないかというふうに思っています。その意味で

春闘の賃金交渉とは全く意味が違うというふうに考え

ています。 

労働者側の方から二点指摘がございました。 

一つが物価上昇率を航空機の特賃にも反映するべき

だと。 

もう一点が、人材確保のためには特賃アップが必要だ

との指摘をいただいております。 

地賃の審議の中で昨今の消費者物価上昇率を最も重

視した判断材料として 950 円、プラス 40 円と決定して

おります。 

航空機特賃は、それを大きく現状では上回っておりま

すので、さらに消費者物価指数の上昇率を加えるという

のは、屋上屋を重ねる考え方でありまして到底容認をす

ることはできないと考えております。 

二つ目につきまして人材確保の点ですが、前回加藤委

員からも申し上げましたが、人材採用の決め手となるの

は、やはり基本給、或いは休暇日数などの企業単位の魅

力というものでありまして、特定最賃の多寡が影響する

ものでは全くないと言うことでございます。 

それから、特に重要なんですが、私共の航空機関係の

部品供給組合でございますが、売上高の回復の兆しはあ

るというものの、御指摘の通りピーク時の未だ 35％減と

いう落ち込んだ状態でございます。 
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それと 23 年度の第１四半期の収益については、22 社

中半数以上が実質赤字の状況になっております。運転資

金の借入金依存度も、半数が 50％を超えております。 

この下請の小規模事業者は更に厳しい状況にありま

して、地賃を大幅に引上げることによって廃業というこ

とに追い込まれてしまえば従業員が路頭に迷う引き金

になるということもございますので、特定賃金は地賃を

上回っている業種であれば、支払能力の観点から業績が

良いときは上げて、悪いときは自重するというのが当然

のことではないかというふうに考えております。 

 恐縮ですが、自動車と航空機の業績を比較させていた

だきます。愛知県の大手自動車会社は、23 年度の第 1 ク

オーターは、売上 10 兆 5,000 億、過去最高でございま

す。営業利益は 1 兆 1,000 億円、これも過去最高であり

ます。 

一方失礼ですが、岐阜県の大手航空機会社は、第１ク

オーターの決算を拝見しますと、売上高 800 億円、これ

を 19 年度比でみると、まだ 35％減です。営業利益は 46

億円の赤字でございます。愛知県の大手自動車会社が過

去最高の収益を上げる一方で、やはり愛知県の状況にも

よりますが、まだ結審されていないということではござ

いますが、多分今週中にも、プラス 31 円位で結審とい

うことで聞いております。それと比べますと構造的な不

況というふうに言ってしまうかどうかの議論はありま

すけれども、航空機はやはり自動車と比べると現在、や

はり構造的な不況の中にまだあるというふうに言える

わけでして、愛知県と比較して航空機全体として見ても

航空機は輸送機の中の一部ではありますが、現状やはり

まだ悪いということを、きちっと認識した上での議論が

必要でないかというふうに考えております。 

 先程、青木部会長から 1,000 円の根拠はということで

御質問がございましたが、以上のことも踏まえまして前
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回プラス９円と言うことで申し上げた訳でございます。

プラス９円がどういう根拠かというのは正直ございま

せんが、当初 1,000 円を目標とする政府の目標もござま

したので、それにあわせたということがひとつの根拠と

いうことでございます。 

青木部会長 

双方の皆様ありがとうございました。 

本日は最終日となります。先日申し上げました何卒全

会一致で結審できますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

これより個別にお話を伺いたいと思います。 

まずは、公労の二者協議から始めたいと思います。各

委員の皆様はそれぞれの控室で待機していただきます

ようお願いします。 

（各側との個別協議） 

青木部会長 

大変長時間にわたってお疲れ様でございます。 

それでは、公労使三者の審議を再開いたします。 

労使双方から個別に御意見をお伺いしましたので、そ

の内容について御報告いたします。 

結果的に双方から御意見をいただいて、いろいろな相

違点がありました。前回もそうだったんですが、産業別

賃金の意味、或いは現在の業績の判断について、いわゆ

る見解の違いがあるということが分かりました。金額提

示については、労側から最終的にプラス 41 円の提示、こ

れに対して使側からはプラス 28 円の提示がありました。

双方の調整、合意を目指しましたが、やはり開きが大き

いという結果でした。 

それぞれの主張に対して、御意見、御質問等がありま

したらお伺いしたいと思います。 

労働者側は何かございましたら、いかがでしょうか。 

労側委員 特にありません。 
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青木部会長 使用者側はいかがでしょうか。 

川本委員 双方の提示額についての意見でよろしいでしょうか。 

青木部会長 全体の特賃審議に関したことでも結構です。 

川本委員 

使側として、後から議論があると思いますが、双方の

違いの議論はあったものの、やはり支払能力の観点から

すると、我々としても、業績を踏まえて限界値を出させ

ていただいて最大限できるところは提示させていただ

いたというふうに考えております。 

決着点については、プラス 40 円ということで、後から

御報告はあるとは思いますが、我々使用者側からすると

やり過ぎだと、上げ過ぎだと思っています。これは歩み

寄りというよりもイニシアティブを双方が取るという

意味では、経営サイドの業績なども踏まえた冷静な議論

が必要だったのではないかというふうに思っています。

これを踏まえまして来年度の改正決定については、是非

も含めて十分検討させていただきたいと思っておりま

す。 

加藤委員 

航空機が特定最賃に選ばれているのは、愛知県の航空

機メーカーが話題になったときに、岐阜県の航空機は、

これから栄えていくからこのようにした方がいいんじ

ゃないかということで特定最賃に選ばれましたが、今は

それも無くなってしまって、航空機産業のこれからの魅

力が伸びていくかの予想も、今主力であるアメリカの航

空機メーカーも元気がないような状況では伸びていく

ということがあまり考えられないので、是非、航空機の

特定最賃から一般の輸送用機器の特定最賃へ編入して

いただきたいと思っております。 

青木部会長 労働者側何かございますか。 
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村上委員 

いろいろ御意見ありがとうございました。別に我々反

論する点も確かにそれはあると思いますし、それは使側

は使側としての主張であろうと思ってますし、労側は労

側として主張させていただいたつもりです。なのでやり

過ぎたとは私たちは思っていませんし、私たちなりの判

断で金額を提示させていただいたと思っております。 

それから特定最賃の今後の在り方についてはここで

どうこう言う場ではないので、ここでのあえての議論を

するつもりはありませんが、一方で航空機のこれからに

ついて少しだけ述べさせていただきますと、防衛産業、

防衛関係も含めて民事のほうも伸びてきておりますし、

アメリカの航空機メーカーも確かに多少防衛関連に比

べると少し遅れているところはありますが、確実に受注

も入っておりまして、確実に戻ってくる状態だと見てお

ります。なので是非、労使で航空機産業を盛り上げると

いう意味も含めて今後も議論させていただければと思

っていますので、前向きな議論を是非これからもお願い

したいと思います。 

以上です。 

青木部会長 

双方、ありがとうございました。 

今、お気づきいただいた意見というかスタンスの違い

が大きく金額についても、やはり先程申しましたように

開きが 12 円ありましたので公益委員としては本意では

ございませんが、現行の岐阜県航空機・同付属品製造業

最低賃金 991 円を 40 円引上げ、時間額 1,031 円とする

改正案を提案させていただきます。 

本当は当初から申し上げているように全会一致を目 

指しましたけれど採決せざるを得ない状況となりまし

た。 

それでは、「岐阜県航空機・同付属品製造業最低賃金」

について、時間額 991 円を 40 円引上げ、1,031 円とする

公益委員案について、採決を行います。 
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 公益委員案に賛成の方は挙手をお願いします。 

各委員 （賛成：４名挙手） 

青木部会長 公益委員案に反対の方は挙手をお願いします。 

各委員 （反対：２名挙手） 

青木部会長 
採決の結果、部会長である私を除き、 

賛成４名、反対２名 

青木部会長 

賛成多数により、公益委員案を当専門部会の結論とし

て審議会に報告することといたします。 

事務局で報告書案の作成をお願いします。 

事務局 （報告書案を配布） 

青木部会長 事務局で報告書案を読み上げて下さい。 

安藤室長補佐 （報告書案を朗読） 

青木部会長 
今読み上げていただいた報告書案のとおりでよろし

いでしょうか。 

各委員 異議なし。 

青木部会長 

では、この報告書案を審議会に報告し、審議に委ねる

ことといたします。 

次に、議題２「その他」ですが、事務局から何かあり

ますか。 
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平野室長 議題としては特にありません。 

青木部会長 

ありがとうございました。 

本日はこれをもちまして閉会とします。 

長時間お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


